
 

 

椎茸生産者の皆さんへ 

 

令和 5 年度原木椎茸種駒助成事業について 

 

 

 九重町では平成 23 年度より椎茸生産の安定及び椎茸産地の確立・生産者

の経営安定をはかるため、独自で原木椎茸種駒購入に要する経費助成を行っ

ています。 

記 

 

事 業 名：原木椎茸生産量維持拡大支援事業  

 種駒１つにつき 0.5 円の補助。 

 項目 

補助単価 0.5 円/駒  

補助対象 ２万駒以上の方 

（例）2 万駒購入者 2 万駒×0.5 円＝10,000 円を

補助。 

 

補助対象：①1 人につき 2万駒以上の植菌を行なう個人又は団体での購入者。 

     ②令和 5 年 1月から 5月末までに購入し、植菌を行ったもの。 

 

必要書類：・対象期間内の日付が入った購入伝票コピー 

・対象期間内の日付が入った領収書等の証明書のコピー 

(駒数・駒種類のわかるもの) 

     ※認め印鑑の持参をお願いします。 

 

申請期間：令和５年４月１４日（金）～ 令和５年６月 7日（水） 

    

※ 認め印鑑、振込通帳を持参のうえ、農林課までお願いします。 

※ 予算額を超える申請があった際は、補助額を減額させていただく場合があ 

ります。                                                                                                                                                    

※ ご不明な点は、下記担当まで連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担 当】 

農林課・畜産林業 G 

電話：76-3804 

担当：上原 

  
≪回覧≫ 

 

回覧 

しいたけ作業道補助に 
ついては、裏面へ 



 

 

しいたけ原木搬出作業路開設を希望される方へ 
令和 5 年度 低コスト簡易作業路整備事業 

 
 

しいたけ原木搬出用の低コスト簡易作業路開設の事業要望を受け 

付けます。 

 

 

①申請時提出書類・期限 

 ・利用者が３人以上であることが確認出来る名簿（手書き可） 

    変更 ⇒R5 年 5 月までに 3 万コマ以上植菌する生産者は、個人でも申請が 

可能となりました。 

・印鑑（団体申請は団体のもの）、口座番号の確認できるもの 

 ・事前に位置、申請延長の確認を行って下さい。 

 

 

②期限 

令和 5 年 5 月 10 日（水）までに九重町役場 １階農林課窓口にて申込下さい。 

 

 

 ③採択要件 

＊ 幅員は 2.0ｍ以上、計画延長が支線を入れずに 1 本あたり 100ｍ以上とする。 

 

 

 補助額 

  開設延長１ｍあたり５００円（定額） 

 

 

 

 

 注意事項 

＊ 作業の際には伐採届等の手続きを行う必要があります。 

 ＊ 予定箇所が保安林等である場合は事前に作業届等の手続きを行う必要があります。 

  上記の点をご確認いただき、九重町役場農林課までお問い合わせください。 

 なお、本事業は予算の範囲内で行われるため今回の要望が採択を確約するものではあり

ません。また、今回は要望調査のため予算を超える場合は延長の調整を行います。 

 

 

 

 

 
お問い合わせ 

農林課 畜産林業Ｇ 

担 当 上原 

TEL：７６－３８０４ 

 

 
作業道 

開設イメージ 

回覧 

種駒補助については、 
表面へ 


